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（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省

令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
六
条
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
の
二

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
定

期
検
査
費
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感
染

防
止
医
療
費
又
は
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
世
帯

内
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

第
九
十
六
条
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
の
二

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一

項
の
定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の

母
子
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

第
九
十
七
条
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
の
二

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一

項
の
定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の

母
子
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

（
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会

保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
の
一
部

改
正
）

第
三
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び

社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程

（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
二
の
項
上
欄
中
「
に
基
づ
き
」
を
「
又

は
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二

十
六
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」に
改
め
、

「
請
求
す
る
」
の
下
に
「
こ
と
と
な
る
」
を
加
え
、
同

項
下
欄
中
「
又
は
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
第
十
二
条
」

を
「
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
第
十
二
条
又
は
特
定
Ｂ

型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る

特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
若
し
く
は

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年

厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
の
五
第
九
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。九

の
四

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
定

期
検
査
費
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感
染

防
止
医
療
費
又
は
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
世
帯

内
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

第
二
十
七
条
の
十
二
第
九
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

九
の
四

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一

項
の
定
期
検
査
費
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母

子
感
染
防
止
医
療
費
又
は
同
法
第
十
四
条
第
一
項

の
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

第
二
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
七
号
の
二
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

七
の
三

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一

項
の
定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の

母
子
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

（
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の

請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費

用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令

第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
九
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

九
の
四

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
定

期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感

染
防
止
医
療
費
の
支
給

〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
号

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に

関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
及
び
関
係
政
令

の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給

付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
う
厚

生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支

給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労

働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省

令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
八
条
第
九
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。九

の
四

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
定

期
検
査
費
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感
染

防
止
医
療
費
又
は
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
世
帯

内
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

第
百
六
条
第
七
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。七

の
三

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一

項
の
定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の

母
子
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

第
百
七
条
第
八
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。八

の
三

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一

項
の
定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の

母
子
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

™
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（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
改
正
）

第
六
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
八
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。八

の
三

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
定

期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
世
帯
内

感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

第
六
十
一
条
第
八
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。八

の
三

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一

項
の
定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の

世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

第
六
十
八
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
の
二

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一

項
の
定
期
検
査
費
の
支
給

附

則

こ
の
省
令
は
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付

金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
四
年
一
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

š


